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伺い

標記の件について、下記のとおり開催することとし、案の１により別紙１の委員あて、

案の２により別紙２の所属の長あてに通知してよろしいか。

記

１日時：平成２１年７月２４日（金）１０：００～１２：００（予定）

２ 場 所 ： 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ - ２ - １

農林水産省本省林野庁Ａり３会議室（８階、ドア番号Ｅ３（）１・８０２）

連絡先０３ -３５０２ -８２９５（消費・安全局動物衛生課直通）

３予定議題：（ｉ）最近の家畜衛生をめぐる情勢について

゛ （ 報 告 ）

（２）韓国済州島の豚コレラ清浄性認定について

（３）その他

※本会議は非公開とし、会議終了後、概要を公表することとする。

（参考）

支 出 予 定 項 目 、

（ 項 ） 農 林 水 産 本 省 共 通 費 ／ 皿 助 ゜ ／ 卜

（目）委員等旅費８名抑叫政。。、！Ｅ．£ｊし円（確認中）

（岡部、田原、寺門、明石、今田、清水、。津田、佐藤）

剖 吊 り ６ 名 （ 岡 部 、 、 寺 門 、 明 石 、 今 田 、 清 水 、 津 田 ）

しに坤ｊ、１２）自大２名岬原ヽ首藤卜然ト、＝４すへ＝

（ 目 ） 庁 費 丿
丿 ワ

お 茶 ８ 名 分 Ｌ ｊ Ｚ 一 一 ４ - ８ Ｚ 円 （ ＠ ８ ９ 円 × ８ 名 分 × １ ． ０ ５ ） 確 認 中

（目）委員手当

名分 タ ／ Ｊ ｃ ’ ∂ 円 （ ＠ １ ８ ， ３ ０ ０ 円 × ダ 名 分 ） 確 認 中
／

〃

４｀

’ へ

‘Ｉ` ●
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「

別紙１の委員あて

（案の１）
番
年 月

号
目

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会長

（件名）

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会婿９回牛豚等疾

病小委員会を下記のとおり開催いたしますので、御多用中のところ誠に恐縮で
すが、御出席いただきますようご案内申し上げます。

１ 日

２ 場

記

時：平成２１年７月２４日（金）１０：００～１２：００（予定）

所 ： 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ - ２ - １

農 林 水 産 省 本 省 林 野 庁 Ａ ・ Ｂ 会 議 室
（８階、ドア番号Ｅ３（）ｉ・８０２）

３ 予 定 議 題 ； （ １ ） 最 ｀ の 家 畜 衛 生 を め ぐる 情 勢 に つ いて

、 ｀ （ 報 告 ）

（こ２）韓工国済州島の豚コレ＝ラ清浄性認定について
（ ３ ） そ の 他 ニ



別紙１

【 臨 時 ・ 】
。。，Ｕ４｛隨。：国立感染症研究所感染症情報セ渉-Ｗ〃

。。／緬旨。犬こ鹿児島県家畜畜産物衛生指導協
会事務局長

４談論ｌレ共立製薬（株）取締役先端技術開発セ

【専門員】
。 Ｗ 。

り爾４．

佐

清
明
嗣

４１面祓・

ン タ ー 長

（国）東京大学大学院農学生命科学研

究科教授

（独）農業・食品産業技術総合研究機

構動物衛生研究所動物疾病対策セン

ター生物学的製剤製造グループ長

（国）東北大学大学院農学研究科教授

（株）微生物化学研究所顧問研究開発

部 長 十
＝（独）農業・食品産業技術総合研究機

構動物衛生研究所研究管理監

］Ｅ

・＼．

ヤ
トフ

‘` ●
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別 紙 ２の所属の長あて

（件名）

（案の２）
番
年 月

号
日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

標記の件につきまして、下記めとおり開催することとしておりますので、貴
所の下記職員の派遣について、御配慮方よろしくお願いいたします。

１ 職員（役職）名
※別紙２の職員（役職）名を記載

時 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ４ 日 （ 金 ） １ ０ ； Ｏ Ｏ ～ １ ２ ： ０ ０ （ 予 定 ）

所 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ - ２ - １
農林水産省本省゛林野庁Ａ・Ｂ会議室｀

（８階、ドア番号１３（）１・８０２）

４ 予 定 議 題
（１）最｀の家畜衛生をめべ；゛る情勢について

゛ ゛ 肖 （ 報 告 ）

（
（
２）韓国済州島の豚コレラ清浄性認定について
３）その他

Ｅそ・の他

出席に要する旅費は当方で負担します。

２ 日

３ 場

Ｅ

Ｍ

・
’
…
…
…
’
ぺ

Ｉ

ｄ

Ｉ



別紙２

所属の長 職員（役職）名
独立行政ｊ-・食品産業
技術総・き１１ｋｉＯＩＳＩ動物衛生研
究所長 ｚ．・’゙フ`ヽｘ

。 一 万 泳 田 知 幸 研 究 管 理 監
今 田 由 美 子 動 物 疾 病 対 策 セ ン タ
ー生物学的製剤製造グループ長

㈱１５玖／４セ１奏ｌｉ４４Ｅり？研究所長 づ清水 実 嗣 研 究 開 発 部 長
ｔ

‘゙ ●

‘ｌｌ●
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匯 匹 圧 因
平成２１年７月
農 林 水 産

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会
，第９回牛豚等疾病小委員会の開催について

日

省

２００４年１１月の韓国済州島における豚コレラ発生を受け、我が国は、済州

島からの生鮮豚肉の輸入を停止していました。
今般、済州島を豚コレラ清浄地域として認定することについて審議する

ため、第９回牛豚等疾病小委員会を開催しますので、お知らせします。
この会議は非公開です。ただし、冒頭カメラ撮りのみ可能です。報道関

係者の方は、冒頭のあいさつ終了後、御退席ください。

１ 概 要
２００４年１１月の韓国済州島における豚コレラ発生を受け、我が国は、済州島

からの生鮮豚肉の輸入を停止していました。

今般、済州島を豚コレラ清浄地域として認定することについて審議するた
め 、 第 ９ 回 牛 豚 等 疾 病 小 委 員 会 を 開 催 し ま す 。 、 。

２ 開 催 日 時 及 び 場 所 、

日 時 ： 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ４ 日 ’ （ 金 ） １ ０ ： ○ ○

場 所 ： 農 林 水 産 省 林 野 庁 Ａ ・ Ｂ 会 議 室 （ ８ 階 、

３ 予 定 議 題 ／

（１）最近雀畜衛生をめぐる情勢について
奥（報告）

（２）韓国済州島の豚コレラ清浄性認定について
（３）その他

～ １ ２ ： ○ ○

ドア番号８０１・８０２）

４ そ の 他

・ 委 員 名 簿 （ 別 紙 ）

・ 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 政 策 審 議 会 家 畜 衛 生 部 会 牛 豚 等 疾 病 小 委 員 会 概 要 等

http://www.ｎａ鼠ｇｏｊｐノＳｊ/ｃｏｕｎｃｉｌ／ｓｅｉｓａｋｌｌ／ｅｉｓｅｉ／ｉｌｌｄｅｘ．ｈｔｍｌ



【問い合わせ先】

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 動 物 衛 生 課 国 唯

担当：鋤十鳥ｙ伊藤二

ＴＥＬ：（）３-３５０２-８！１１（代表）

０３・３５（児-８２９５（直通）

ｊひ ’（。

牡
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○ 食料・農業・農村基本法
（平成十一年七月十六日法律第百六号）

第四章食料・農業・農村政策審議会

（設置）
第 三 十 九 条 農 林 水 産 省 に 、 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 政 策 審 議 会 （ 以 下 「 審
議会」という。）を置く。

（権限）
第四十条審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられ
た事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮間に応
じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

２審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各
大臣に意見を述べることができる。
３審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法（昭和
二十四年法律第百九十五号）、家畜改良増殖法（昭和二十五年
法律第二百九号）、家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百
六十六号）、飼料需給安定法（昭和二十七年法律第三百五十六
号）、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和二十九年
法律第百八十二号）、果樹農業振興特別措置法（昭和三十六年
法律第十五号）、畜産物の価格安定に関する法律（昭和三十六
年法律第百八十三号）、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
（昭和四十年法律第百九号）、加工原料乳生産者補給金等暫定

措置法丿（昭和四十年法律第百十二号）、農業振興地域の整備に
関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）、卸売市場法（昭
和四十六年法律第三十五号）、肉用子牛生産安定等特別措置法
（、昭丿和六十三年法律第九十八号）、食品流通構造改善促進法（平
成三年法律第五十九号）、主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律（平成六年法律第百十三号）、食品循環資源の再生利用
等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）、農業の

１



担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平
成十八年法律第八十八号）、有機農業の推進に関する法律（平
成十八年法律第百十二号）及び中小企業者と農林漁業者との連携
による事業活動の促進に関する法律（平誠二十年法律第三十八
号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）
第 四 十 一 条 審 議 会 は 、 委 員 三 十 人 以 内 で 組 織 す る 。
２ 委 員 は 、 前 条 第 ふ 項 に 規 定 す る 事 項 に 関 し 学 識 経 験 の あ る 者 の
う ち か ら √ 農 林 水 産 大 臣 が 任 命 す る 。 、

３ 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。
４ 第 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 職 員 で 政 令 で 定 め る も の
は、農林水産大臣が任命する。ご

（資料の提出等の要求）
第 四 十 二 条 審 議 会 は 、 そ の 所 掌 事 務 を 遂 行 す る た め 必 要 が あ る と
認 め る と き は 、 関 係 行 政 機 関 の 長 に 対 し 、 資 料 の 提 出 、 意 見 の 開
陳、説明その他必要な協力を求めることができ。る。

（ 委 任 規 定 ） 犬
第 四 十 三 条 こ の 法 律 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 組 織 、 所 掌 事
務及び運営に関し必要な事項はミ政令で定めるｉ

２

‘ｌ●

‘ Ｓ
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○ 食 料 ・ 農 業・農村政策審議会令
（平成十二年六月七日政令第二百八十九号）

内 閣 は 、 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 六 号 ） 第 四
十一条第四項及び第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

（所掌事務）
第一条食料・農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）
は、食料・農業・農村基本法第四十条に規定するもののほか、
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四

十九号）第十六条第五項及び第六十四条第三項、資源の有効な
利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第二十五条
第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律平成七年法律第百十二号）第七条の七第三項の規定に
基づきその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）
第 二 条 審 議 会 に 、 特 別 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 必 要 が あ る と
き は 、 臨 時 委 』 負 を 置 く こ と が で き る 。 フ

２ 審 議 会 に 、 専 門 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 必 要 か お る と き は 、 専
門委員を置く・ことができる。

（臨時委員及び専門委員の任命）
第三条臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣
が任命する。
２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちか
ら、農林水産大臣が任命する。

（委員の任期等）
第 四 条 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、
前任者の残任期間とする。

１



２ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。
３ 臨 時 委 員 は 、 そ の 者 の 任 命 に 係 る 当 該 特 別 の 事 項 に 関 す る 調 査

審議が終了したときは、解任されるものとする。
４ 専 門 委 員 は 、 そ の 者 の 任 命 に 係 る 当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査
が終了したときは、。解任されるものとする。

５ 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。

（会長）
第 五 条 審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 選 任 す る 。
２ 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。
３ 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が 、 そ
の 職 務 を 代 理 す る ○ ・ ’

（部会）
第 六 条 審 議 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 を 置 く こ と が で
きる。’

２ 部 会 に 属 す べ き 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 会 長 が 指 名 す
る。

３ 部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の 互 選 に よ り 選 任

す る 。 ニ
４ 部 会 長 は 、 当 該 部 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。 白
石 部 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 及 び 臨 時 委

員 の う ち か ら 部 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が 、 そ の 職 務 を 代 理
する。
６ 審 議 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 の 議 決 を も っ て 審 議

会 の 議 決 ７ と す る こ と が で き ∇ る 。 丿

白 （ 幹 事 ） ノ

第 七 条 ∧ 審 議 会 に 、 幹 事 を 置 く 。 ＋
２ 幹 事 は 、 関 イ 系 行 政 機 関 の 職 員 の う ち か ら 、 農 林 水 産 大 臣 が 任 命

す る 。 づ
３ 幹 事 は 、 審 議 会 の 所 掌 事 務 に っ い て 、 委 員 を 補 佐 す る 。
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４ 幹 事 は 、 非 常 勤 と す る 。

（議事）
第 八 条 審 議 会 は 、 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 の 三 分 の 一
以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 き 、 議 決 す る こ と が で き な い 。

２ 審 議 会 の 議 事 は 、 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 で 会 議 に
出 席 し た も の の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る
と こ ろ し に よ る 。 ノ

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 部 会 の 議 事 に 準 用 す る 。

（庶務）
第九条審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において厚生
労働省医薬食品局食品安全部企画情報課及び国土交通省都市・地
域整備局地方振興課の協力を得て処理する。

（雑則）
第 十 条 こ の 政 令 に 定 め る も の の ほ か 、 議 事 の 手 続 そ の 他 審 議 会 の
運営にＦＭＫｊし必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

３



○食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について
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第 １ 条 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 政 策 審 議 会 （ 以 下 Ｆ 審 議 会 ） と い う 。 ） に 、 次 の
表の左欄に掲げ・る）。部会を置き、これらの部会の所掌事務は、審議会の所掌
事務のうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名 称-
企 画 部 会

食 品産業部
会

食糧部会

家畜衛生部
会-
果樹部会

甘味資源部
会

畜産部会

所 掌 事 務
食料・農業・農村基本法（平成１１年法律第１０６号）の規定によ
り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）、エネルギーの使用の合

理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）、資源の有効な利用
の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）、食品流通構造改
善促進法（平成３年法律第５９号）、容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号）、
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律
第ｎ６号）及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活
動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８号）の規定により審
議会の権限に属させられた事項を処理すること。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律

第ｎ３号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処
理すること。
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）の規定により審

議会の権限に属させられた事項を処理すること。
果樹農業振興特別措置法（ＦｌｉＥ阿口３６年法律第１５号）の規定によ
り審議会の権限に属させられた事項を処理すること／
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和４０年法律第１０

９号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理す
ること。
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）、飼料需給安定法
（昭和２７年法律第３５６号）、酪農及び肉用牛生産の振興に関す
る法律（昭和２９年法律第１８２号）、畜産物の価格安定に関する
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法律（紹５Ｆ口３６年法律第１８３号）、加工原料乳生産者補給金等暫
定措置法（昭和４０年法律第１１２号）及び肉月子牛生産安定等特
別措置法（昭和６３年法律第９８号）の規定により審議会の権限に
属させられた事項を処理すること。

農業共済部
会

農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）の施行に関する重
要事項であって、次に掲げるもめ。
１農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施
設共済の共済掛金標準率等の算定方式に関する事項を調査審
議すること。
２家畜共済に係る診療点数及び薬価基準に関する事項を調査
審議すること。

無業農村振
興整備部会

１土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）及び無業振興地域の
整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）の規定により審議
会の権限に属させられた事項を処理すること。
２食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項であって、
次に掲げるもの。
ア国際かんがい排水委員会に関する事項を調査審議するこ
と。

イかんがい排水の改良発達に関する重要事項を調査審議す
ること。

第 ２ 条 部 会 の 議 決 は 、 審 議 会 の 議 決 と み な す。 た だ し 、 部 会 の 議 決 に 関 し
他の部会・との調整を要するとき又は部会の議決が食料、農業及び農村に関
す る 総 合 的 か つ 基 本 的 な 政 策 に 係 る 重 要 な も の で 審 議 会 に お いて 審 議 すべ
きものであるときは、この限りではない。

２ 会 長 は 、 部 会 の 議 決 が 前 項 た だ し 書 の 場 合 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、
そ の 旨 を 当 該 部 会 長 に 通 知 す る も の と す る 。 し

３ 会 長 は 、 前 項 の 通 知 を し よ う と す る と き は 、 関 係 す る 部 会 長 の 意 見 を 聴
かなければならない。

第 ３ 条 部 会 の 庶 務 は 、 それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理する。
部 会 課

企画部会 大臣官房政策課
食品産業部会 総合食料局総務課
食糧部会 総合食料局食糧部計画課
家畜衛生部会 消費・安全局動物衛生課
果樹部会 生変局生産流通振興課
甘味資源部会 生産局生産流通振興課
畜産部会 生変局畜鹿部畜産企画課
農業共済部会 経営局保険課



農業農村振興整備部会 農村振興局整備部設計課

附則（平成２０年３月７日決定）
食糧部会は、審議会で別に定めるまでの間、農業の担い手に対する経営安定

のためめ交付金の交付に関する法律（平成１８年法律第８８号）第４条第３項の規
定により審議会の権限に属さ脊られた事項を処理することができるノ
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○食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会運営内規
６１
　　１１１１１１０弓

１

第 三 条 小 委 員 会 の 会 議 は 、 部 会 長 が 招 集 す る 。

名 称 所 ・ 掌 事 務
牛豚等疾病
小委員会

̶ 家 畜 衛 生 部 会 の 所 掌 事 務 の う ち 、 牛 豚 等 の 疾 病

に係る専門的、技術的な事項を調査審議すること。
二 牛 豚 等 の 疾 病 に 係 る 専 門 的 、 技 術 的 な 助 言 を 行

う こ と 。 ● ・ ． Ｊ ゝ
家きん疾病
小委員会

一 家 畜 衛 生 部 会 の 所 掌 事 務 の う ち 、 家 き ん の 疾 病

に係る専門的、技術的な事項を調査審議すること。
二 家 き ん の 疾 病 に 係 る 専 門 的 、 技 術 的 な 助 言 を 行

う こ と 。 ∧ ＼
ブリオン病
小委員会

一 家 畜 衛 生 餌 会 の 所 掌 事 務 の う ち 、 プ リ オ ン 病 に

係る専門的、技術的な事項を調査審議すること。
ニ プ リ オ ン 病 に 係 る 専 門 的 、 技 術 的 な 助 言 を 行 う
、＿と。

第 二 条 議 事 規 則 第 九 条 の 規 定 に よ り 部 会 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ
る小委員会を置き、これらの小委員会の所掌事ヨ務は、それぞれ同
表の下欄に掲げるとおりとする。

階
に
匯

成十九年八月二十四日
料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会決

第 一 条 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 政 策 審 議 会 家 畜 衛 生 部 会 （ 以 下 「 部 会 」
という。）の運９ｌｔは、食料・農業・農村政策審議会令（平成十二

・年政令第二百八十九号）及び食料・農業・農；４寸政策審議会議事規

則 （ 以 下 「 議 事 規 則 」 と い う 。 ） に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 内
規 に よ っ て 行 う ０ ．

ｒ ｀ ２ 、 部 会 の 運 営 に 関 し こ の 規 定 に 定 め の な ｏ 事 項 に つ い て 吽 ヽ 部 会
長が定めるところによる。
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第四条．・」ヽ委員会に小委員長を置き、小委員会に属する臨時委員の
互 選 ｔ こ よ っ て こ れ を 定 め る ○ ． ’

第 五 条 小 委 員 会 の 議 長 は 、 小 委 員 長 を も っ て 充 て る ．

第／六条小委員７１１１とは、小委員会の会議における審議の経過を部会の
会 議 に 報 告 す る ． ¶ ●
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